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Abstract 
 

There has been an emerging use of ocean space due to growing demand of renewable energy. For 
example, Fukushima Offshore Wind Consortium has been performed an experimental offshore 
floating wind farm project since 2012. Tidal, ocean wave, and thermal energy are also actively 
surveyed. To avoid conflict with conventional use of the ocean, such as transportation and fishery 
ships, is an important issue in these new projects. In particular, maintaining traffic safety around 
installing facilities is critical for both ships and facilities. Understanding traffic features and 
estimating collision risks is required.  

In this study, we have conducted observation and analysis of ship trails to understand the traffic 
characteristics and estimate collision risks at coastal waters off Fukushima and Miyagi prefectures. 
Since the trails show that most of the ships are north- or south-bound in the area, we focused on 
head-on encounters. In order to investigate the lateral distribution of ship traffic, we used AIS data 
as ship trail data and counted the number of trails that crossed virtual gate lines defined at the 
area. A survey to observe ships with RADAR is also conducted to capture ships without AIS. From 
the RADAR survey, we have estimated that the number of the total ships as approximately 2.2 to 2.6 
times of ships equipped with AIS in the area. Estimating method of hourly encounter frequency is 
demonstrated with a sample of Nojimazaki Area in Japan. 

＊ 海洋リスク評価系  ＊＊  運航・物流系  
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1. まえがき 

 

昨 今 の 自 然 再 生 エ ネ ル ギ ー 需 要 の 高 ま り

から、発電施設等による海洋利用が進んでい

る。送電の都合上、発電施設の設置場所は陸

岸 か ら 近 距 離 の 位 置 が 選 定 さ れ る こ と が 多

く、海上交通への影響が懸念される。安全な

海上交通を維持するため、海上利用に際して

は、あらかじめその影響を評価する必要があ

る。  
海 上 交 通 へ の 影 響 と し て 最 も 懸 念 す べ き

は、施設と航行船舶における衝突等の事故を

増加させてしまうことである。施設に対する

船舶の衝突事故の新たな発生と、施設の避航

に 伴 う 航 過 船 舶 同 士 の 衝 突 事 故 の 増 加 が 考

えられるが、前者に対しては既に施設側から

航 行 船 舶 の た め の 離 隔 距 離 の 設 定 と 周 知 と

いった対策が講じられている。後者に対して

は、著者らが、施設の設置後の状況を予測し

対策を立案すべく、通航量の調査と航行制限

による影響の推定、衝突頻度の算出を進めて

いる。  
日本海難防止協会による調査から、船舶の

通 航 量 と 海 難 事 故 が 時 間 帯 に よ っ て 変 化 す

るとの報告があるように 1 )、 2 )、船舶の集中す

る 場 所 と 時 間 を 把 握 す る こ と が 重 要 と 考 え

られる。そこで著者らは、これらを把握し、

最 も 集 中 す る 際 の 集 中 の 程 度 と 必 要 な 対 策

案、その効果を推定するための技術開発を進

めている。  
本稿では、福島沖に設置の進む洋上風力発

電 施 設 周 辺 に お け る 海 上 交 通 流 を 対 象 と し

た 船 舶 の 衝 突 頻 度 の 定 量 的 推 定 を 行 う た め

の著者らの取り組みについて説明する。  
まず、対象海域において船舶の衝突事故発

生 に 関 し て 特 に 注 意 の 必 要 な 場 所 に つ い て

検討した。現場海域の船舶交通の特徴を考慮

し、この海域に用いた衝突頻度の定量的推定

の 基 本 的 な 考 え 方 と 必 要 と な る 船 舶 交 通 の

データについてまとめた。  
次に、今後の施設の大規模展開化により現

在 航 路 と な っ て い る 海 域 に 航 行 制 限 が 発 生

した場合の船舶の集中について述べる。ここ

では、そのような状況における船舶の挙動を

予測するため、当該海域近くにて、過去に一

時的に航行が制限された区域に着目して、そ

の 期 間 前 後 に お け る 周 辺 船 舶 の 交 通 の 変 化

を調査した。  
ここまでの観察は AIS 航跡データにより

実施したが、実際には AIS では観測できない

船舶が数多く航行している。AIS 観測に相当

する範囲、期間での観測は困難であるが、少

なくとも AIS 観測では捉えられない船舶  (以
下、これを「AIS 非搭載船舶」とする )  がど

の 程 度 存 在 し て い る か を 把 握 し て お く こ と

が重要である。そこで、現場海域におけるレ

ーダー観測を通して、AIS 非搭載船舶の割合

を推定する試みを行ったので、これについて

述べる。  
船 舶 の 集 中 に つ い て の 重 要 な 要 素 で あ る

時間変動に関しては、福島沖海域では、場所

に 関 す る 検 討 に 引 き 続 き 実 施 す る 予 定 で あ

る。使用する分析手法は、当所の重点研究「事

故 原 因 分 析 と ヒ ュ ー マ ン フ ァ ク タ ー 分 析 に

基 づ く 合 理 的 な 安 全 と 運 航 規 制 体 系 の 構 築

に関する研究」において開発している方法を

用いるため、対象海域は異なるが、同重点研

究における、これまでの成果を用いて説明す

る。  
 

2. 衝突頻度の考え方 

2.1 遭遇型と衝突頻度 

 
Fujii らは、1970 年代前後に同航、反航、横切

りなどの見合い関係において、衝突事故の発生頻
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度は、二船が衝突コースに入る頻度を遭遇頻度と

し、遭遇頻度と、そこから回避できない確率との

積を衝突モデルとして提示した 3)、4)。また、各見

合い関係における遭遇頻度は、船舶の通航量の分

布から算出できるとし、その方法を示した。遭遇

から回避できない確率についても、国内の輻輳海

域各所において、その船舶通航量と衝突事故件数

との関係を調査して算出している。この考え方

に従えば、見合い関係の種類と通航量の分布

が分かれば遭遇頻度を算出することができ、

衝突頻度が推定できるということになる。  
伊藤らは、国内の沿海区域で発生した船舶

の衝突事故を表－ 2.1 に示す 3 つの遭遇型に

分類している 5 )。  
 
 

 
図－2.1 対象海域の 1 日分の航跡図（2012 年 9 月

10 日） 

 
 
 
 
 

表－2.1 衝突の遭遇型の 3 分類 

傾向  

A タイプ 反航  

狭視界時、商船同士が

多い  
両 船 の 速 度 の な す 角

が約 180 度  

B タイプ 横切り  

好視界時に多く、商船

と 漁 船 等 の ロ ー カ ル

船  
両 船 の 速 度 の な す 角

が約 90 度  

C タイプ 合流等  

輻 輳 海 域 へ の 出 入 り

関連が多い  
相 手 船 の 意 図 を 読 み

切れずに衝突  
 

今回対象とした福島沖海域の AIS で観測

した船舶航跡図を図－ 2.1 に示す。B タイプ

の遭遇型は、漁船等のローカル船に係るもの

であるが、ローカル船は震災の影響で現在で

も通航が非常に少なくなっている上、多くは

AIS を用いないため、図から様子を観察する

ことができない。従って、別の方法で情報収

集していく必要がある。C タイプの遭遇型は、

東 の 金 華 山 側 を 南 下 す る 船 舶 と 西 の 仙 台 港

を 出 港 す る 船 舶 に よ る 合 流 が 図 の 下 方 に 観

察される。しかし、この場所の通航量は輻輳

海 域 へ の 出 入 口 付 近 と 比 較 す る と 極 め て 少

ない。この付近における過去の衝突事故につ

いて海難審判庁裁決録 20 年分のデータを調

査した所、C タイプの遭遇による衝突事故は

見当たらず、この遭遇がこの付近における主

たる危険要因になりうるとは考えにくい。従

って、ここでは C タイプの遭遇型については

考えないものとする。  
一方、同データにおいてこの付近で発生し

た衝突事故約 10 例の衝突に至る航跡を調べ

たところ、いずれも A タイプの遭遇型である

ことが分かった。A タイプの遭遇型は主とし

て 沿 海 区 域 内 を 反 航 し て く る 船 舶 同 士 の 衝

突 事 故 に お け る 主 た る 遭 遇 型 と い う 調 査 結

果もあり 6 )、遭遇頻度を考える際の基本的な

型である。従って、本稿では、これらのうち

A タイプの遭遇型における遭遇頻度を推定す

る。  
 
2.2 観測の方法 

交通量を計数するためには、各船舶の動き

を知る必要がある。船舶の挙動の取得方法に

は、AIS やレーダー、目視などの方法がある。  
AIS は船舶の挙動に関する各種データを自
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船からの報告から得ることができ、通常の観

測方法でおよそ 20 海里程度の範囲を観測す

ることができるが、該当装置を動作させてい

る船舶からしか情報を得ることができない。

レーダーは、全ての周辺船舶を観測すること

ができるものの、船舶の挙動に関する情報は

観測からの推定値となる他、天候等による影

響を受けてしまうことがある。目視は時刻、

天候等による影響が大きく、船舶の挙動に関

する情報も観測者に頼ることになり、長期的

観測には向かない。  
そこで、AIS とレーダーを相補的に用いて

観測し、対象海域の現状を把握していく。こ

れら装置の特徴を表－ 2.2 にまとめた。  
 

表－2.2 交通流の取得方法の特徴 

 AIS レーダー  

得られる

情報  

緯度経度、対地

船速、進路、針

路、船名等  

相対距離・方位、

相対船速、進路  

捕捉対象  AIS 搭載船  全船舶  

欠点  AIS 搭載船のみ  雲、波などにも反

応  
 
 

3. AIS による交通量の調査・集計 

 

施 設 設 置 等 に よ る 海 上 交 通 へ の 影 響 を 考

える場合、現在通航している船舶が航行制限

後 に ど の よ う な 挙 動 を と る か を 推 定 す る 必

要がある。航行制限に関する研究としては、

狭水道における航行容量に関する研究 7 )など

がみられるものの、外洋における航行制限に

よ る 船 舶 の 挙 動 を 予 測 す る 適 当 な 手 法 が 見

当たらない。そこで、当該海域近くに、東日

本大震災に伴う事故の影響から、多くの船舶

が 通 航 す る 海 域 に お い て 一 時 的 に 航 行 が 制

限されていた区域があるので、これに着目し

て、その期間前後における周辺船舶の交通の

変化を調査し、参考にすることとした。  
海上交通量の把握に当たり、まずは、海域

の 交 通 の 概 要 を 把 握 す る た め に 対 象 船 舶 が

限られるが、日本沿岸の広い箇所のデータが

得られる AIS を用いた交通量の集計を行う。 
AIS は、専用の装置により、自船の情報を

周囲に発信しつつ、他船の情報を受信する装

置である。情報の精度は発信する船舶に依存

するものの、詳細な情報を広い範囲にわたっ

て得ることが可能である。AIS は、全ての船

舶が搭載している訳ではなく、日本籍船につ

いては、船舶設備規程第 146 条の 29 により、

下記の船舶に搭載義務がある。  
・国際航海に従事する 300 総トン未満の旅

客船  
・国際航海に従事する 300 総トン以上の船

舶  
・国際航海に従事しない 500 総トン以上の

船舶  
なお、上記のいずれにも該当しない船舶に

おいても、自主的に搭載している場合がある。

また、全世界の沿岸の状況がウェブサイトで

公開されていることや、日本沿岸の情報が販

売されていることから、広範囲の AIS 情報が

容易に得られる。  
本章では AIS 搭載船の航跡情報を当所で

開発した AIS Analyzer にて計数し、海域の

全体像、航行禁止の影響を調査した。  
 
 
3.1 集計手法 

本稿では交通量を表す指標として、ゲート

通過隻数を用いた。ゲート通過隻数の算出に

は、図－ 3.1 に示すように、まず、ゲートと

呼ばれる集計の基線を 2 つの点を結ぶ線分で

定義する。次に、ゲートと船舶の航跡を比較

し、船舶がゲートを通過したかを判定し、ゲ

ートごとに通過した回数を集計する。複数の

ゲートを設定することで、広い範囲の交通量

が把握可能である。  
 

 

図－3.1 ゲート通過隻数の集計の概略 

 
ゲートの通過隻数の集計には当所で開発した

AIS Analyzer を用いた。この AIS Analyzer は指
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定された領域に図－3.2 に示すように、仮想的な

ゲートを一定間隔で多数設置し、ゲート通過隻数

の集計が可能である。このツールを用いて、交通

量を集計した。 
本稿では、AIS の航跡は日本国内の陸上局で収

集し、販売されているデータセットを用いた。8) 
なお、AIS の航跡は時刻と緯度経度の組である

ので、時間的に連続する同一船舶の情報について、

直線補間した。AIS データのうち、針路、船首方

位、船速などが欠損している場合等においては、

前後の値から推定するなどの可能な処理を施し、

推定不可能なものは統計処理から除外した。  
 

 
図－3.2 仮想ゲートによる集計の概略  

 
3.2 比較対象のデータ 

対象とした領域は、図－3.3 の太線で示す、北

緯 37 度から北緯 38 度 30 分、東経 141 度から 142
度の領域とした。 

この領域は福島県から宮城県の東方沖の海域で

あり、図－2.1 の AIS の航跡図に示すように、主

な交通流は南北方向である。この交通流を検出で

きるように、仮想ゲートを東西方向の 2 点で指定

した。仮想ゲートは、南北方向は緯度 1 分間隔で

91 行、東西方向は経度 1 分刻みで 60 列、合計 5460
個設定した。 

期間 1 は、警戒区域が福島第一原子力発電所（以

下、発電所という）の付近 20km 圏内の海域（た

だし 4 月 10 日以降は、北緯 37 度 30 分 49.6 秒よ

り北を除く）9) であった期間のうち、2012 年 4
月 1 日から 6 月 30 日までの 91 日間とした。期間

1 は警戒区域が広く、周囲の航行へ与えていた影

響も大きく、航行制限の影響が大きかった期間の

代表として選定した。  
期間 2 は警戒区域が陸岸から概ね 5km 圏内（北

緯 37 度 18 分 59 秒から北緯 37 度 30 分 49.6 秒の

間かつ、東経 141 度 5 分 20 秒より西）の海域 10) 
であった期間のうち、2012 年 8 月 15 日から 10
月 31 日までの 78 日間とした。期間 2 は警戒区域

が大幅に縮小され、航行への影響が小さくなった

と想定でき、従来の交通に近い期間として選定し

た。ただし、発電所の事故の影響で漁船の活動に

ついては、発電所の事故以前とは異なるものと考

えらえる。 
以上の前提を基に、発電所付近の警戒区域によ

る交通量への影響を調べるために、警戒区域の変

化前後の 2 つの期間の交通量について比較を行っ

た。 
 

 
図－3.3 対象海域 

 
3.3 交通量の分布調査結果 

AIS Analyzer を用いて、期間 1 と期間 2
それぞれの各仮想ゲートについて、南航・北

航を区別して集計を行った。期間 1 と期間 2
の日数が異なることから、比較する際には 1
日あたりの通過隻数に換算した。  

ここで、交通量の日変動について確認を行

う。図－ 3.4 に、北緯 38 度の緯線を通航した

日別隻数を表－ 3.1 に各期間の南航北航別の

平均をそれぞれ示す。各期間において、南航

沿
海
区
域
の
境
界

期間 1 の警戒区域

期間 2 の警戒区域 
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も し く は 北 航 の 交 通 量 が 期 間 全 体 の 平 均 値

の半分を下回っている日は、期間 1 では 11
日、期間 2 では 6 日該当している。これらの

日は、すべて低気圧（台風を含む）の接近前

後である 11 )。これらの日の波高は、気象庁の

公開している沿岸波浪図より、本州の東側の

沿岸の波高は 3m 以上となっていることから、

荒 天 を 理 由 と し て 通 航 を 控 え た 結 果 と 考 え

られる。また交通量の最大値は、期間別・方

向別の平均に対して約 1.9 倍に増加している

日が存在している。  
 

 

 

図－3.4 北緯 38 度を通航した日別隻数 

 
表－3.1 北緯 38 度を通航した日別通航隻数の

平均値 

 北航隻数  南航隻数  
期間 1 32.9（隻 /日）  32.6（隻 /日）

期間 2 34.3（隻 /日）  33.8（隻 /日）

 
対 象 海 域 の 交 通 量 の 概 要 を 把 握 す る た め

に、それぞれのゲートについて 1 日当たりに

換算した南航と北航の合計の分布を図－ 3.5
及び 3.6 に示す。なお、警戒区域については、

点線で、沿海区域の境界については破線でそ

れぞれ示している。  
図－ 3.5 より、期間 1 の主要な航路として

二重線 b で囲んで示す仙台港から南南東の方

角へ伸び、警戒区域の境界に接する航路（以

下、航路 b という）と、二重線 c で囲んで示

す金華山から塩屋崎を結ぶ航路（以下、航路

c という）の 2 つが存在することが分かる。

これらの航路は発電所の沖付近で合流して

いる。  
図－ 3.6 より、期間 2 の主要な航路として

二重線 b’で囲んで示す仙台港から南の方角へ

伸びる航路（以下、航路 b’という）、二重線 c’
で囲んで示す金華山から塩屋崎を結ぶ航路

（以下、航路 c’という）の 2 つが存在するこ

とが分かる。これらの航路は塩屋崎付近で合

流している。  
 
 

 
図－3.5 期間 1 の交通量の分布 

 

a 

b 
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図－3.6 期間 2 の交通量の分布 

 

図－ 3.5、3.6 を比較すると、仙台港から伸

びる航路 b および b’は、航行制限の変化に伴

い、最短経路となるように変化している。そ

の一方で金華山から図の左下の塩屋埼へ伸

びる航路 c および c’は、航行制限の影響があ

まり見られない。よって、航路によって影響

を受ける度合いが異なることがわかる。また、

交通の集中は、期間 1 の一点鎖線 a（北緯 37
度 25 分）付近でみられる。  

次に、航行制限の影響を確認するため、期

間 1 の警戒区域が最も沖まで伸びていた、図

－ 3.5 及び図－ 3.6 の一点鎖線 a 上における交

通量の分布を図－ 3.7、3.8 に、それぞれの期

間の南航船、北航船の隻数を表－ 3.2 に示す。 
まず、同一の期間の中で比較を行う。図－

3.7 及び 3.8 から、同一期間では、南航船と

北航船の分布は、ほぼ同じと分かる。表－ 3.2
より、いずれの期間においても、数%ほど南  

 

図－3.7 期間 1の一点鎖線a上の通過隻数の分布 

 

 
図－3.8 期間 2の一点鎖線a上の通過隻数の分布 

 
表－3.2 方向別の通過隻数の合計 

北航隻数  南航隻数  
期間 1 30.3（隻 /日）  30.8（隻 /日）

期間 2 32.9（隻 /日）  34.0（隻 /日）

 
航船が多い。  
次に 2 つの期間の類似点について述べる。

図－ 3.7 及び 3.8 から、通過隻数の分布は、

いずれの期間も極大値を中心に対称な分布

ではなく、陸に偏った分布になっている。こ

れは最短経路を航行しようとした結果と思

われる。  
極大の位置と警戒区域との距離について

みると期間 1 は約 2.9km、期間 2 の警戒区域

に近い極大は約 5.1km、警戒区域から遠い極

大が約 16.9km となっており、警戒区域から

ある程度離しているものの、期間 1 では、よ

り多くの船舶が警戒区域に近い箇所を航行

している。  
最大値と、通過隻数の合計を比較する。表

－ 3.2、図－ 3.7 及び 3.8 より、期間 2 に比べ、

期間 1 は、南航・北航の通過隻数の合計は約

12%少ないが、通過隻数の最大値は約 20%多

a 

b’ 

c’ 
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く、交通が集中していることが分かる。  
この結果は AIS 搭載船のみの結果であり、

実 際 の 交 通 量 と は 異 な る こ と が 考 え ら れ 、

AIS 非搭載船舶についても交通量分布につい

て調査が必要である。  
 
 

4. レーダーによる交通量の調査・集計 

 

レーダーは、自船から特定の方向に電波を

発し、他船に反射して帰ってくるまでの時間

を計測することで距離を算出し、電波を発す

る方向を変えながら繰り返すことで、全周の

反射情報を得る装置である。相手船の大きさ、

気象・海象などの条件次第で、探知可能な距

離が変化するが、相手船の設備の有無に関係

なく探知が可能である。  
船 舶 の 航 行 用 レ ー ダ ー に 付 属 す る 機 能 に

ARPA （Automatic RADAR Plotting Aid）
があり、一度物標を指定（捕捉）すると、同

一 と 思 わ れ る レ ー ダ ー 上 の 物 標 を 追 尾 し 続

ける機能があり、自船からの相対的な位置情

報等を算出することが可能である。レーダー

及び ARPA は相手船の設備の有無に関係なく

使用可能であるが、その捕捉範囲は AIS に比

べ狭い。  
このような特徴を持つレーダーを用いて、

AIS では取得できない AIS 非搭載船の情報を

取得し、AIS 搭載船の交通量に関する情報を

補完することとした。具体的には、福島県付

近を実際に航行する調査船（以下、本船とい

う）に、レーダー画像と ARPA のデータを記

録する装置を設置し、そのデータを解析する

ことで、AIS 搭載船に対する AIS 非搭載船の

比率を算出し、その比率を用いることで、AIS
非 搭 載 船 を 含 ん だ 通 航 隻 数 を 使 い 遭 遇 頻 度

の算出が可能になる。ARPA データの収集は、

2012 年 11 月 13 日から同年同月 24 日までの

12 日間行った。  
 
 
4.1 過去の調査結果 

日本海難防止協会の研究報告書 12)に日本海難

防止協会や日本船長協会の行った交通量調査につ

いて、船種、総トン数別の通航隻数の記載がある。

この調査を基に、500 総トン未満もしくは総トン

数不明の船舶は AIS 非搭載船と仮定し、漁船を除

いた船舶について AIS搭載率を求めた結果を表－

4.1 に示す。 
ここで漁船を除いたのは、福島沖では漁船の通

航が非常に少なくなっており、他の海域について

漁船を除くことにより、比較可能なように条件を

そろえるためである。  
 

表－4.1 漁船を除いた船舶に対する AIS 搭載

船の比率 

AIS
搭載船  

AIS 
非 搭 載

船  

AIS
搭 載 率

（%）  
剱埼・洲埼沖

（ 1991 年）  645 683 49

神 子 元 島 沖

（ 1994 年）  336 571 37

大王埼沖  
（ 2000 年）  214 475 31

潮岬沖  
（ 1999 年）  305 543 35

日 ノ 御 埼 沖

（ 1995 年）  141 325 30

 
 
4.2 データ収集方法 

AIS 非搭載船舶の航行状況を把握するため

に、図－ 4.1 に示すようなレーダーの信号処

理部で処理されたレーダー画像、ARPA のテ

キストデータと GPS のテキストデータを記

録する機能を持つ装置を作成し、実海域にお

いてデータの収録及び解析を行った。  

 

 
図－4.1 ARPA データ収集のためのデータの流

れ 

 
4.3 集計方法 

AIS 搭載船と AIS 非搭載船の集計は、特定

の瞬間のレーダー画像を用いて、レーダーの
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レ ン ジ 内 に 表 示 さ れ て い る 船 舶 に つ い て 、

AIS の有無、進行方向を集計した。  
まず、集計を行う領域の選定について述べ

る。図－ 4.2 に、3 時間ごとの本船位置を×印

で示す。これらの本船位置のうち、  
・図－ 4.2 の破線で示される沿海区域の付

近  
・周辺に他の本船位置がある程度存在する  
という条件を満たす領域を選定した。この

よ う な 条 件 を 設 定 し た 理 由 と し て 、 港 内 は

AIS 非搭載船の把握が困難であり、AIS 搭載

船の識別が容易であり、現実とは異なる集計

値となる一方で、沿海区域を離れると、航行

する船舶が少なくなり、レーダー画像の枚数

があっても、船舶数が少なく偶然による異常

値との識別が困難である。このため、港から

離れ、陸岸からは離れすぎない距離として沿

海区域の境界付近とした。また、集計する隻

数を確保するために、周辺に日時の異なる本

船位置があることを条件に課している。  
上記の条件を満たす領域として図－ 4.2 に

おいて丸で囲んだ領域 a と b の 2 つの領域を

選定した。表－ 4.2 に、これらの領域内にプ

ロットされた日時を示す。この日時のレーダ

ー 画 像 か ら レ ー ダ ー の 表 示 レ ン ジ 内 の 船 舶

と思われる輝点について AIS の有無及び進

行方向の集計を行った。  
 

表－4.2 集計に用いた日時 

 日付  時刻  レ ン ジ

（NM）

領域 a 
（ 6 点）  

11 月 20 日  12 時  12
11 月 21 日  3 時  

21 時  
12
16

11 月 22 日  21 時  12
11 月 23 日  0 時  

3 時  
12
12

領域 b 
（ 13 点） 

11 月 14 日  6 時  
9 時  

12 時  
15 時  

6
8

12
12

11 月 15 日  6 時  
9 時  

12 時  
15 時  
18 時  

6
12
12
12
12

11 月 16 日  6 時  
9 時  

12 時  
15 時  

8
12
12
12

 

 

 
図－4.2 3 時間ごとの本船位置 

 

4.4 集計結果 

表－4.2 に示す日時のレーダー画像の情報を基

に、全船舶に対する AIS の搭載率を求めた。本稿

では、南北方向の交通量のみを比較対象とした集

計結果を表－4.3 に示す。 
 

表－4.3 南北方向に航行する船舶の総数 

AIS
搭載船  

AIS 
非搭載船  

AIS 搭 載

率（%）  
領域 a 10 12 45
領域 b 43 68 39
 

表－4.3 より、領域 a と領域 b について AIS 搭

載率はそれぞれ、約 45%と約 39%であった。 
レーダーのレンジ内に入った船舶の数自体が多

くはないため、AIS 搭載率が同じであるという仮

説を有意水準 0.05 で z 検定を行った。 
その結果、p＝0.557 となり、仮説は棄却されず、

両者に有意差なしとなった。従って、両者の AIS
搭載率は同じ範囲にあると判断する。  

次に、4.1 節で挙げた交通量調査と本集計結果

について、先ほどと同様に z 検定を行った結果を

 
b 
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表 4－4 に示す。 
 

表 4－4 交通量調査と本集計結果の p 

 領域 a 領域 b 
剱埼・洲埼沖  0.772 0.046
神子元島沖  0.420 0.728
大王埼沖  0.152 0.108
潮岬沖  0.361 0.568
日ノ御埼沖  0.132 0.085

 
表 4－4 より領域 b と剱埼・洲埼沖の結果につ

いてのみ、有意水準 0.05 で有意差ありとなった。

これについては剱埼・洲埼沖の AIS 搭載率が他と

大きく異なっていたためと考えられる。 
また、単純に AIS 搭載率を比較すると、通航船

舶実態調査では、約 31 から約 49%の間である。

領域 a と b の結果が範囲内に含まれるが、差が存

在する理由として、以下の理由が考えられる。 
・500 総トン未満の船舶であっても AIS を搭載

している船舶の存在。 
500 総トン未満の船舶の中には、自主的に

AIS を搭載している船舶が存在する。 
・場所による AIS 搭載船と AIS 非搭載船の割合

の差異。 
今回比較対象とした通航船舶実態調査は本州

の南側の交通であり、本集計を行った東北地

方の東側と AIS搭載率が異なることが考えら

れる。 
領域 a と b について、今回のデータからは、AIS

搭載船舶の約 2.2 倍から約 2.6 倍の船舶が存在す

る結果となった。 
AIS 非搭載船舶は AIS 搭載船舶と航行する領域

や分布が異なることも考えられるが、今回の試行

では、付近を航行する船舶に協力を得て、対象海

域付近を航過する際にデータ取得を行うという方

法であったため、使用可能な観測数に限りがあっ

た。そのため、AIS 非搭載船の割合については他

の海域と比較して妥当と考えられる結果が得られ

たものの、これらの船舶の航路の特徴等を把握す

るには至らなかった。施設付近の航行安全対策を

検討するにあたっては、このような船舶を含めた

通航位置分布等の把握が望ましく、定点観測等に

よる十分な観測数の確保が必要と考えている。 
野島埼周辺の AISデータを用いた遭遇頻度の推

定結果 6)によると、野島埼灯台から南へ 25NM ほ

どの範囲では、陸岸からの距離が離れるに従い、

通航する船舶の長さが長くなっていることが示さ

れている。AIS 非搭載船舶については、AIS 搭載

船舶に比べ長さが短くなる傾向にあることから、

陸岸付近を航行している可能性があり、この点か

らも、観測データの拡充が必要であると考えてい

る。 

 
5. 時間帯別の遭遇頻度 

 

前章までで、これまでに取り組んできた福島沖

海域における交通における集中箇所の把握に関連

する研究を報告してきた。次に注意を要すること

は、同じ場所であっても日時により通航の多寡が

見られることである。同海域は平均的には交通が

極めて多い場所ではないが、一時的な集中の度合

い、すなわち、どの程度の通航量がどの程度の頻

度で発生しているかを把握しておく必要がある。

このようにして、各地点、各時刻の通航量が分か

れば、その地点、時刻の遭遇頻度を推定すること

ができる。 
来年度以降、福島沖を対象としてこの分析を実

施する予定である。その際に使用する分析手法は、

既に別の所内重点研究にて開発しており、当該研

究の対象海域である千葉県野島埼沖に関する調査

に適用した結果がある。 
そこで、野島埼沖を例に、AIS データから算出

した時間帯別の遭遇頻度の推定について説明する。

また、算出した遭遇頻度と同海域における衝突海

難の時間帯別発生状況を比較したのでその結果を

述べる。 
 
5.1 分析の対象海域 

分析対象の海域は、房総半島南端の野島崎灯台

周辺となる北緯 34.5 度から 35.0 度、東経 139.5
度から 140.5 度とした。この海域では、房総半島

の南側を東西に通航する船舶が多く見られること

から、東西方向の交通を検出が出来るよう、仮想

ゲートは南北 2 点で定義し、東西方向に 61、南北

方向に 30 の仮想ゲートを設置した。各仮想ゲー

トの長さ（南北方向）は約 1849 メートル、東西

方向に隣り合う仮想ゲートの間隔は約 1521 から

1530 メートルとなった。海域と設置した仮想ゲー

トを図－5.1 に示す。収集した AIS データから仮

想ゲートを通過した船舶に対し、通過時刻、船速、

通航方向の集計と分析を行った。また、対象期間

は 2012 年 8 月 1 日から 10 月 31 日の 92 日間と

した。 
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図－5.1 対象海域のゲート配置 

 
5.2 交通量の時間的変動 

ゲート全体における一時間毎の西航、東航、合

計を図－5.2 に示す。船舶がゲートを通過する度

に１隻とカウントするため、結果は延べ隻数とな

る。西航は 2 時台に、東航と合計のピークは 2 時

台と 20 時台にあることがわかった。  
 

 
図－5.2 野島埼周辺の時間帯別の通航量 

 
本調査対象の海域は東京湾に隣接しており、全

てではないが、その多くは東京湾に出入湾すると

考え、既存の調査結果との比較を行った。東京湾

口における 2008 年 7 月の AIS 搭載船の通航量調

査によると、入湾船舶は 4 時台に、出湾船舶は 18
時台にピークが見られるとの報告がある 1)。本調

査海域から東京湾に入湾する船舶は西航、東京湾

から出湾する船舶は東航と考えられるため、東京

湾に入湾ピークが見られる 4 時台の 2 時間前の 2
時台に西航のピークが見られ、出湾ピークが見ら

れる 18 時の 2 時間後の 20 時台に東航ピークが見

られるため、本調査結果は既存調査結果との整合

性がとられているものと考える。  
 
5.3 遭遇頻度の時間による変化 

ゲート毎に反航船の遭遇頻度を算出することに

する 3)、4)。今回は時間毎の遭遇頻度を式（5.1）、
（5.2）から求める。 

 

Ngh(t) = ρ1(t) ρ2(t)・1/2(L1(t)+L2(t))・(V1(t)+V2(t)) 
・A・B (5.1) 

ρ(t) = Q(t) / (V(t)・B) (5.2) 
 
Ngh：遭遇頻度、ρ：方向別の船舶の密度、L：

方向別の船の平均長さ、V：方向別の平均速力、A：
海域の長さ、B：海域の幅、Q：方向別通航数、添

字 1、2 は東航、西航それぞれの方向、添字 t は t
時台 

 
図－5.3 に時間毎の各ゲートの遭遇頻度の総和、

通航総船舶数に加え、解析対象海域における衝突

事故発生件数を示す。衝突事故は海難審判裁決録

より平成元年から 20 年にかけて商船同士で発生

した主要なものを用いた。遭遇頻度は通航量と概

ね比例関係になっているが、通航量のピークを示

す 2 時台と 20 時台では大きな違いがみられた。

そこで、2 時台と 20 時台における各ゲートにおけ

る遭遇頻度について、図－5.4 に示す。20 時台の

遭遇頻度は 2 時台に比べて高い部分が多い事がわ

かるが、これは、2 時台はある程度幅をもって通

航しているが、20 時台はより狭い幅に通航が集中

している為と考えられる。  
一方、衝突事故の発生傾向であるが、約 20 年

の間に調査対象海域内で生じた商船同士の衝突事

故は 17 件と少ないが、夜間、特に交通量や遭遇

頻度が高いところで発生している傾向がみられた。

特に遭遇頻度が一番高い 20 時台では 4 件の衝突

事故が発生している。  
 

 

図－5.3 時間帯別の交通量、遭遇頻度、衝突事故

の件数 

 
なお、本稿では AIS 非搭載船等の通航は考慮さ

れていないため、実際の交通流との相違も考えら

れる。また、衝突事故に比べて発生件数が多いと

思われる、衝突の危機を感じる異常接近事例の発

生と遭遇頻度の関係も今後は調べる事としたい 1)。 
 

◆Nojimazaki LH 
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図－5.4 ゲートごとの遭遇頻度 

(上: 2 時台, 下: 20 時台) 

 
 

6. まとめ 

 

本稿では、交通への影響の評価指標として

対向する船舶の遭遇頻度を対象に、データ収

集と、時間帯別の衝突発生件数との関係の調

査を行った。  
まず、福島第一原子力発電所付近の警戒区

域の変更に伴う、交通量の変化を調査した。

AIS データの解析より、対象海域では、最短

経路を航行し、分布は陸側に偏ることが分か

った。AIS では装置を搭載していない小型の

船舶の動向はわからないため、レーダーデー

タを取得・解析した。今回のデータでは、AIS
搭載船舶は全体の約 39%から約 45%の隻数

を占め、AIS 搭載船舶の 2.2 倍から 2.6 倍程

度の船舶が存在すると結果となった。しかし、

標 本 数 が 少 な い た め 更 な る 調 査 が 必 要 で あ

る。  
次に、時間帯別の衝突発生件数との関係の

調査に当たり、AIS を用いて、野島崎灯台付

近の時間帯別の遭遇頻度の計算を行った。遭

遇 頻 度 は 概 ね 通 航 量 と 比 例 し て 変 動 し て い

たが、解析対象内全体の通航量が同一でも、

船 舶 の 航 行 が よ り 狭 い 幅 に 集 中 す る 時 間 帯

もあり、そういった場合には遭遇頻度が高く

なる傾向がみられた。過去 20 年に起きた商

船同士の主要な衝突事故は 17 件あり、夜間、

特 に 交 通 量 や 遭 遇 頻 度 が 高 い 時 間 帯 で 発 生

している傾向がみられた。  
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